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1．はじめに 

科学技術型のイノベーションでは，大学の「知」

を，産業の「価値」へと発展させ，各プレイヤー

が相互に関与する持続成長型のイノベーション・

エコシステムの構築が必要とされている1）。 

イノベーションとは，第 3 期科学技術基本計画

において「科学的発見や技術的発明を洞察力と融

合し発展させ，新たな社会的価値や経済的価値を

生み出す革新2）」とあるように，社会的価値ある

いは経済的価値の創出にある。そして，イノベー

ション創出における大学の役割は，新たな「知」

を産学官連携等を通じて社会実装して，経済的価

値・社会的価値，そして公共的価値を提供するま

でに拡大していると，第 5 期科学技術基本計画3）

では言及されている。 

経済的価値の創出という観点からすると，大学

は事業体ではないため，大学自身が経済的価値を

生み出すことは極めて困難であり，経済主体の一

つである企業との共創が不可欠となるといえる。

そのため，イノベーションを成功へと結実してい

くために，大学は企業と共創して社会実装を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イノベーション創出に向けた 

大学の知的財産マネジメント 

――出口指向からの考察―― 

IP Management in University toward Innovation in View of Exit-oriented 
for Maximizing the Social and Economic Value 

 

 

 

船 越  亮＊ 徳 増 有 治＊＊ 

Ryo FUNAKOSHI Yuji TOKUMASU 

抄録 大学の研究成果が，イノベーションを通じて価値創出という社会全体への裨益に資するために，

「社会的価値・経済的価値の最大化による社会貢献」を理念に据えた知財マネジメントの重要性を整理

し，その遂行にあたっての留意点を議論する。 

 

＊    大阪大学大学院医学系研究科メディカルヘルスケ

ア知財戦略室 室長・特任准教授 
Associate Professor, Osaka University Graduate 
School of Medicine  
Head, Office for Medical/Healthcare IP Strategy 

＊＊  大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院

産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ

副代表・特任教授 
      ベンチャー設立・運営支援室 室長 

Professor, Osaka University Graduate School of 
Medicine 
Sub-Director, Strategic Global Partnership & 
Cross-Innovation Initiative, Osaka University 
Graduate School of Medicine/Osaka University 
Hospital 
Head, Office for Medical/Healthcare Start-Up Support 
& Promotion 



 論  文  

 

34 特許研究  PATENT STUDIES  No.65  2018／3 

していくことになるが，社会実装に際してのビジ

ネスリスクは大学ではなく企業が負うことになる。

大学は，企業の社会実装に対する取組を阻害して

ビジネスリスクを増加するようなことはしてはな

らず4），大学の「知」を企業へと円滑に導出して，

社会実装を企業と共創していくことが求められる。 

他方，大学は公的な側面を有することから，社 

会実装にあたっては，個の企業利益を促すもので

はなく，広く社会へ貢献・還元していく視点，つ

まり，社会的価値・公共的価値の創出も求められ

ている。研究成果の社会的意義を見極めず，社会

全体への提供を阻害して，社会的利益を阻害する

こともあってはならないといえる。 

本稿では，大学の研究成果が，イノベーション

を通じて社会全体への裨益に資するために，大学

が果たす責務を改めて確認しつつ，イノベーショ

ン創出という出口指向の視点から大学の知財マネ

ジメントを考察する。 

 

2．イノベーション創出における大学の役割 

（1）産学連携施策と大学の使命 

日本国内の産学連携に関する施策は，1995 年の

科学技術基本法の制定を契機とする5）。科学技術

基本法は，科学技術の振興を推進していくための

法律6）として，国が「科学技術の振興に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため，科学技

術の振興に関する基本的な計画7）」を策定し，「そ

の円滑な実施に必要な措置を講じるよう努め8）」

ることを規定する。この法律に基づき，1996 年に

第 1 期科学技術基本計画が策定され，現在，第 5

期に至る。 

具体的な産学連携施策としては，1998 年に「大

学等技術移転促進法」が施行され，大学教官等個

人に帰属9）する研究成果を，大学と関係を有する

法人格機関に集約して，産業界に技術移転するこ 

表 1 各期科学技術基本計画における産学官連携の位

置づけ 

科学技術基本計画 産学官連携の位置づけ 

第 1 期(1996-2000) 産学官の人的交流等の促進 

第 2 期(2001-2005) 技術移転の仕組み改革 

第 3 期(2006-2010)
産学官連携はイノベーショ

ン創出の重要な手段 

第 4 期(2011-2015)
科学・技術・イノベーション

政策の一体的推進 

第 5 期(2016-2020) 本格的な産学連携の推進 

 

とが可能となり，1999 年施行の「産業活力再生特

別措置法」（日本版バイ・ドール）では，政府資金 

による委託研究開発に係る知的財産は一定の条件

のもとで，受託機関に帰属することが可能とされ

た。2004 年には「国立大学法人法」が施行され，

法人格を有する大学は知的財産等の帰属主体とな

ることが可能となり，教員等の知的財産は，個人

帰属から大学という機関帰属へと転換が図られ，

大学は自主的・自律的に，産学連携を実施，知的

財産を活用できることになった。2007 年には「産

業技術力強化法」が改正され，上記日本版バイ・

ドールが恒久的な措置として規定された。 

 同時に，これらの社会情勢の変化に伴い，大学

には新たな使命が課せられることが明文化された。

従前，大学は，教育と研究の 2 つを使命としてき

たが，2006 年の教育基本法の改正により，大学は

「学術の中心として，高い教養と専門的能力を培

うとともに，深く真理を探究して新たな知見を創

造し，これらの成果を広く社会に提供することに

より，社会の発展に寄与するものとする10）」と規

定され，更に，2007 年の学校教育法の改正により，

大学は「その目的11）を実現するための教育研究を

行い，その成果を広く社会に提供することにより，

社会の発展に寄与するものとする12）」と規定され
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た。これらの法改正により，大学には教育と研究，

という 2 つの使命に加え，「社会貢献」が第 3 の使

命として位置付けられた。この社会貢献には多様

な側面13）があり，その 1 つの側面として，大学に

は，研究成果としての大学の「知」を社会実装し

て社会的価値・経済的価値を生み出していくイノ

ベーション創出が期待されている14）。 

 

（2）大学の「知」と産学連携へのコミットメント 

技術の複雑化，専門領域の細分化により，自前

主義であるクローズドイノベーションには限界が

指摘されており，「企業内部と外部のアイデアを有

機的に結合させ，価値を創造する15）」オープンイ

ノベーションの進展に伴い，企業は大学に，研究

成果である「知」としての「科学」あるいは「科

学的知識」を高く期待する。 

元橋（2014）16）は，イノベーションの変化を「工

業経済」から「サイエンス経済」の潮流として捉

え，「工業経済」下において経験則や直観的にとら

えていた事象を，科学的探究プロセスを通じて科

学的知見に基づいたビジネスモデルを構築してい

くことが求められており，この科学的研究プロセ

スが「サイエンス経済」におけるイノベーション

であり，大学・公的機関等の研究セクターが中心

になる，と述べている。また，畠中（2004）17）は，

新しい科学の発展と産業成長の関連性について，

大学の「科学」を指標とした考察をしている。 

企業は大学から導出されたこれらの「知」を社

会につなげていくことになるが，大学の「知」が

科学的あるいは先進的であればあるほど，社会実

装の障壁は高く，企業側としても，技術移転に関

する投資判断は困難となる。 

渡部（2009）は，大学の研究成果は，実用化技

術とは異なる科学的知識であるため，その市場の

存在は不確実であり，大学は産学連携の交流を通

じて，その不確実性を削減して産業上価値あるも

のへと育成していかなければならないと指摘する18）。

馬場・他（2013）19）は，大学が創出する科学的知

識をイノベーションへと結実するためには，大学

側が企業に対してコンサルティングを継続しつつ，

企業側はこれらの課題に継続的に取り組むという，

大学と企業の密接な連携の重要性を示している。 

他分野と比較して，研究成果の社会実装に，莫

大なコストと多くの時間を要する医療分野20）を，

例に挙げる。医学部・病院を有する大学には，多

様な科学的知識が蓄積されており，また，産業に

直結するニーズの場でもある。それらの大学の

「知」を，社会に広く提供していくためには，企

業と連携して事業化・産業化へとつなげていく必

要がある。他方，企業にしてみると，厳しい基準

への適合・規制をクリアしていかなければならず，

特に基準・規格も未整備な革新的な医療分野では，

企業単独での事業化は極めて困難である。大学は，

エビデンス，評価手法，レギュラトリーサイエン

スの構築も含め，事業化までを企業と伴走しつつ，

企業側もビジネスリソースをかけた事業化支援を

行い，社会課題の解決に向けて，大学と企業とが

共創していく意識を持つことが重要となる。 

このように，大学の「知」を社会実装していく

ためには，研究トラックに存在する大学の「知」

を，事業という産業界におけるビジネストラック

へと，トラックを移し替えることが必要となる21）。

そして，トラックの移行に際しては，様々な障壁

が存在しており，例えば，POC 検証，マーケティ

ング，ビジネスモデル等のハードルを乗り越えて

いかなければ，大学の「知」が社会的価値・経済

的価値の創出へと容易につながるものではない。 

イノベーション創出とは単に新たな技術を生み

出すことではなく，産業の発展22）や価値の創出23）

にあることに鑑みれば，大学は，研究成果を企業
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に手渡しのように単に技術移転するだけではなく，

社会的価値・経済的価値を生み出すまでコミット

していくことが，大学の使命としての「社会貢献」

として課せられているといえる。 

大学は，企業への技術移転をもってして，イノ

ベーション創出という大学の責務を果たしたとす

るのではなく24），企業と協働・伴走できる体制を

構築し，出口まで伴走して25），社会的価値・経済

的価値の創出を実現していくことをもって，社会

貢献という責務を果たすといえる。 

 

3．社会的価値・経済的価値の最大化

に向けた大学の知財マネジメント 

大学の「知」を円滑に社会実装して社会的価値・

経済的価値を創出していくために，知的財産が大

学の「知」の移転機能の役割を担う26）。 

大学の使命「社会貢献」の責務を果たすための

知的財産マネジメントは，その技術移転の本来的

意義に鑑みると，大学の収益を獲得することのみ

ではなく，国費による研究成果が産業界に移転さ

れたことにより創出される経済的効果，あるいは，

産業競争力・雇用創出等への社会的効果27）を如何

に高めるかにある。これは結果として，社会的価

値・経済的価値の最大化を目指すことに他ならな

いといえる。文部科学省・経済産業省（2016）28）

は，「社会的・経済的価値の最大化」に向けた知的

財産マネジメントを，共同研究の成功要因の一例

として挙げる。 

社会的価値と経済的価値について，例えば，科

学技術振興機構（2007）29）は，経済的価値は市場

価格にて評価される一方で，社会的価値は価値そ

のものが必ずしも市場に反映されるものではない

が社会的にはその必要性が認められているもので

あり，どちらにおいても，イノベーションの源泉

の「知」としての科学的知識は，需要側が必要と

しなければ社会的価値・経済的価値の増加にはつ

ながらないと指摘する。 

社会に実装されることによって，社会的価値・

経済的価値が創出され，それらの価値は増加して

いくものであるから，大学の知的財産マネジメン

トは，企業に技術移転したことにより獲得する知

財収入の最大化という視点30）から，社会的価値・

経済的価値の最大化を目指した知財マネジメント

を実施して，それらの価値創出を通じた事業利益

からの適正な知財収益の確保という，より高度な

知財マネジメントが必要とされることになる。 

 大学が知財収益の確保を優先することにより，

企業による事業化が迅速かつ円滑に行われずに，

企業の事業化リスク低減を阻害する要因ともなれ

ば，大学の知的財産マネジメントは経済的価値の

最大化の毀損に通ずる。また，大学の「知」の社

会的意義を検討せずして，特定企業に独占的排他

権としての知的財産を提供すること，あるいは，

大学の研究成果を幅広く社会全体へと普及させる

際に31），知財収益の確保を優先するあまり，大学

の「知」の普遍化が阻害されるようなことになれ

ば，社会的価値の最大化が達成されないばかりか，

大学の「知」の価値毀損にもつながる懸念もある。 

 大学の研究成果が，イノベーションを通じて価

値創出という社会全体への裨益に資するよう，大

学は大学利益を短期的な視点で追及することなく，

かつ，大学利益の最大化を目指すのではなく，「社

会的・経済的価値の最大化による社会貢献」を理

念に据えた知財マネジメントを遂行していくこと

が研究成果の社会還元という大学の責務を果たす

ことになろう。 

 

4．社会的価値・経済的価値の最大化

に向けた知財マネジメントの留意点 

 大学の研究成果を，企業へ手渡しのように技術
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移転しても，社会実装へと結びつくものは当然に

あるものの，前述したように，大学の「知」が科

学的あるいは先端的であるほど，企業単独での社

会実装は容易ではなく，大学と企業（場合によっ

ては，複数大学と複数企業）とが共創して社会実

装に取り組んでいく必要があるといえる。社会的

価値・経済的価値の最大化において大学は，社会

的価値の視点として広く社会へ貢献・還元しつつ，

経済的価値の視点として産業発展や付加価値を創

出していく，という両視点が求められる。以下，

社会的価値・経済的価値の最大化に向けた知財マ

ネジメントの留意点について論じる。 

 

（1）事業化支援を通じた適正な利益確保 

 企業は事業利益を獲得するため知財を活用する32）。

大学は事業の社会的価値・経済的価値を理解し，

企業の事業利益獲得を支援するためのパートナー

として，企業に知的財産を販売するという視点か

ら，企業と価値を共創して社会実装を実現してい

く視点への，意識変革が望まれる。 

その際，大学は事業化に伴うリスクは企業が負

担しており，かつ，事業分野（例えば，エレクト

ロニクス製品と医薬品），事業形態（部材提供と最

終製品），に応じて，そのリスクが相違することに

留意する。 

例えば，事業分野として，医療機器・医薬品等

の医療分野を挙げる。この医療分野の事業化には，

基礎研究から臨床治験・薬事承認という何段階も

の国の基準・規制をクリアすることが必要であり，

莫大な時間とコストが必要である，更には，価格

も自社では決定することもできない。ライセンス

料獲得においては，一律的なライセンス料率の設

定ではなく，マイルストーンに応じたライセンス

料率設定も 1 つとなる。  

企業規模（大企業，中小企業，既存ベンチャー，

スタートアップベンチャー）に応じた知的財産マ

ネジメントも必要となる。スタートアップベンチ

ャーの場合，売上獲得に至るまでに，ベンチャー

設立費用，製品開発等の多くの資金を必要とする。

スタートアップベンチャーの事業体力を考慮する

ことなく，技術移転契約時にライセンス料を一律

的に大学に還元してしまうと，スタートアップベ

ンチャーの事業の芽を摘むことになりかねず，社

会的価値・経済的価値の損失につながる。なお，

大企業への技術移転は状況が異なる。スタートア

ップベンチャーの場合は，事業における知的財産

の位置づけや貢献は明確である。他方，大企業の

場合，企業内に一旦移転されてしまうと，どのよ

うに利用されているかを把握することは極めて困

難である。 

大学にイノベーション創出が期待されている以

上，大学は，大学の「知」を如何に成長させ，そ

の社会的価値・経済的価値を最大化していくかと

いう視点で，知的財産マネジメントを実施してい

かなければならない。大学は，それらの価値の最

大化を通じて得られた事業利益などから，適正な

利益を獲得して，イノベーション・エコシステム

を循環させ，次なるイノベーションへと繋げてい

くことが望まれる。 

 

（2）非競争領域と競争領域 

非競争領域とは，「競争関係にある複数の大学や

企業間であっても，研究成果の共有・公開を可能

にする基礎的・基盤的研究領域であって，産業界

のコミットが得られ，競争領域への移行も見込ま

れる領域33）」，「他の大学等や企業とも一定程度の

情報や研究成果の共有が可能な基礎研究段階34）」

とあるように，複数の大学・企業間において研究

成果を共有可能とする基盤的領域といえる。 

この非競争領域における知財マネジメントにつ
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いて，文部科学省（2010）35）は，これまでの産学

官連携は成熟した研究成果の技術移転を中心とし

て実施されていたため，大学等の基礎研究におけ

る産学官連携のスキームは十分に整備されておら

ず，産官学による「知」の循環システムの確立に

向けて，非競争領域の知的財産を企業・大学間で

共有しつつ，その研究成果を，事業化を目指した

競争領域で個別企業と個別大学とで共同研究を進

めていく重要性を指摘している。 

非競争領域は，必ずしも莫大な利益につながる

ものではないが，国際的標準，あるいは新たなビ

ジネスルールやプラットフォームの基盤となる知

識が中心となり，我が国の研究競争力の源泉でも

ある。 

大学が主導的に非競争領域の研究開発を進め，

知的財産マネジメントを実施していくことにより，

企業は安定して，個々の強みを生かした競争領域

でのビジネスが可能となり，結果として，社会的

価値・経済的価値の最大化への寄与につながると

いえる。 

そのためには，非競争領域と競争領域とを見極

め，各領域の出口を意識した知財マネジメントが

必要である。 

 

（3）N：N 型の知財マネジメント 

大学と企業との共同研究は高度化・多様化して

おり，研究領域が非競争領域である場合，または，

研究領域がコアであればあるほど，そして，多種

多様なビジネスの根幹領域であればあるほど，複

数企業そして，複数の大学が参画する傾向にあり，

今後は，N（大学側）：N（企業側）のマルチ型共

同研究の進展が想定される。 

そして複数企業（あるいは複数大学）との共同

研究成果を社会実装していく際には，単一企業を

相手とする 1 対 1 の知財マネジメントではなく，

呉越同舟となる企業間との調整が必要となる。 

その場合の知的財産マネジメントとして，他の

参画機関が利用しやすくなるように，知的財産を

プロジェクトの中核機関へ蓄積することが指摘さ

れている36）。しかしその蓄積の目的は，参画機関

等における知的財産の利用障壁の低減ではなく，

社会的価値・経済的価値の最大化を目指すことで

あり，その最大化にあたってのソリューションの

1 つとして，中核機関への知的財産の蓄積が位置

づけられるのではないだろうか。 

複数機関が参画することにより，参画機関内で

の調整・交渉のハードルは高くなるものの，例え

ば，非競争領域の盤石化，新市場の開拓，侵害訴

訟対応等の観点から，1 対 N もしくは N：N のパ

テントプール型の知財マネジメントの方が，イノ

ベーション創出においては効果的な場合もありえ

る。中核機関は知的財産を蓄積するだけではなく，

イノベーション創出に向けて，知的財産マネジメ

ントをどうしていくのかも併せて考えていく必要

があろう。その際には，大学での知的財産マネジ

メントは事業視点が十分とはいえないことに留意

して，企業とのチームによる管理運用，あるいは，

知財管理運用会社の設立等，も視野に入れつつ，

個別知財のライセンスではなく，知財のパッケー

ジ化，あるいは知的財産ポートフォーリの構築等

の戦略的運用等が考えられる。 

 

5．おわりに 

大学にはイノベーション創出が期待されている。

大学はイノベーション・エコシステムのプレイヤ

ーであることを認識し，企業と共創して，大学の

「知」を社会実装して価値を創出していかなけれ

ばならない。 

事業化の分野や方法論，事業を取り巻く環境，

核となる技術（知財）の完成度や強さ，さらには
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それらのフェーズは案件により全て相違するため，

案件毎に対応した知財ライセンス料の設定，知財

ライセンス収入のタイミングなど，社会的価値・

経済的価値の最大化に向け，画一的ではない柔軟

な戦略的な知財マネジメントを実施していかなけ

ればならない。 

本論では，イノベーション創出に向けた大学の

知財マネジメントを論じたものの，イノベーショ

ン・エコシステムがサステイナブルに発展してい

くには，企業も社会もそれに資する取組を共創し

ていかなければならない。 

企業は，事業化リスクを負うのは企業ではある

ものの，企業自身がイノベーション・エコシステ

ムのプレイヤーであることを認識し，イノベーシ

ョン・エコシステムの源泉としての「知」を創出

していく大学に対して，事業利益を通じた適正な

対価を大学に還元して，イノベーション・エコシ

ステムをサステイナブルなものとしていかなけれ

ばならない。 

社会も，イノベーション創出における大学のマ

ネジメントを適正に評価する必要があり，社会的

価値・経済的価値の創出に対する知財マネジメン

ト評価37），産学連携マネジメント評価については，

引き続き議論していく必要がある38）。 

本稿を一助として，イノベーション創出に向け

た知的財産マネジメントに関する議論が重ねられ

れば幸いである。 
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注） 
 

1） 文部科学省（2010） 
2） 第3期科学技術基本計画（2006），P.4 
3） 第5期科学技術基本計画（2016），P.49 
4） 田口（2009）は，ビジネスモデル開発も含めた事業化

は企業が行うものであるが，大学は研究成果を社会還

元するための手段として知的財産を利用可能としてい

るかについては責任を負うであろう，と述べている

（P.9）。 
5） 原山優子（2003） 
6） 科学技術基本法第1条 
7） 科学技術基本法第9条第1項 
8） 科学技術基本法第9条第6項 
9） それまでの国立大学における特許等の取り扱いは，昭

和52年文部省学術審議会答申「大学教員等の発明に係

る特許等の取り扱いについて」を基礎として，昭和53
年文部省通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許

等の取扱いについて」により，原則的に教官等の個人

に帰属するとされていた。 
10） 教育基本法第7条 
11） 「その目的」について補足すると，学校教育法第83条

第1項には，「大学は，学術の中心として，広く知識を

授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，

道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす

る。」とある。 
12） 学校教育法第83条第2項 
13） 文部科学省（2003）は，産学連携や技術移転等は一局

面であり，地域社会から国際社会まで多様な側面があ

るとする。 
14） 再掲3 
15） Henry Chesbrough（2003） 
16） 元橋一之（2014） 
17） 畠中祥（2004） 
18） 渡部（2009）は，「大学の本来活動への好ましくない

影響を抑えつつ，社会への貢献を最大化する知的財産

活動に関する組織的能力」を大学の知財力と位置付け

る。 
19） 馬場靖憲・七丈直弘・鎗目雅（2013） 
20） 飯田香緒里（2014），P.415 
21） 欧米では，企業がリスクを担える段階までは，ベンチ

ャー企業がリスクを負担するというベンチャーエコシ

ステムを社会が支えているが，日本はこうしたベンチ

ャーエコシステムは未成熟である。新規分野の事業化

 

 

には，社会設計としてのベンチャーエコシステムの構

築が重要であるものの，ベンチャーエコシステムは本

稿の趣旨から外れるため，触れない。 
22） 吉国信雄（2008），P.37 
23） 原山優子・氏家豊・出川通（2009），P.6 
24） 再掲4 
25） 健康・医療戦略推進本部（2013） 
26） Yanagisawa et al.（2009）は，特許は「技術に関する実

施の自由確保機能」と「知識コントロール機能」を有

しており，従前の排他的独占権という役割に加えて，

知識の流通と共有を促進する役割が求められていると

指摘する。 
27） 経済産業省（2005），PP.21-22 
28） 文部科学省・経済産業省（2016）の提示例は，2016年

11月2日開催の第3回産学官連携深化ワーキンググルー

プのOECD提出資料3-1を引用する（PP.5-6）。 
29） 科学技術振興機構（2007），PP.2-3 
30） 再掲18。渡部は，大学の知的財産マネジメントの在り

方について，2004年の国立大学法人法改正による教員

個人帰属から機関帰属への転換において，大学という

組織による知的財産の管理は，経済的メリットではな

く，国税を投入したことによる「社会全体の知的財産

の創造」への貢献から見るべきと述べている。 
31） 大学の研究成果の社会普及に関して，高尾（2014）は，

必ずしも非独占によって技術普及が進展するわけでは

なく，企業が独占することにより技術普及が進展する

こともあるため，独占と非独占の使い分けながら，研

究成果の社会還元へ関与していくことの必要性を指摘

する。 
32） 特許庁（2007）。事例313では，ライセンス料を支払

うことが自社内での研究開発をするよりも，時間も費

用も節約できる事例を紹介している。 
33） 文部科学省（2016），P.45 
34） 再掲1，P.7 
35） 再掲1，P.6 
36） 再掲28，P.27 
37） 渡部俊也（2012） 
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